
倉 敷 市 立 西 中 学 校 後 援 会 規 約 

         第１章  総 則 
 
第１条  この会は倉敷市立西中学校後援会といい、事務局を同校内に置く。 
 
第２条  この会は西中学校の学区内に居住し、中学校教育に理解と協力をしていただける人をもって組織する。 
  
           第２章  目 的 
 
第３条  この会は学校と地域が協力して、健全な学校教育の推進をはかることを目的とする。（ＰＴＡ活動と密接

な連携を保って運営する。） 
 
          （１）教育環境の整備と改善 
     （２）生徒の課外活動（部活動）の推進とその充実 
     （３）その他本会の目的を達成する必要事項 
 
     第３章  役割と任務 
     
第４条  この会に次の役員を置く。 
 
          （１）会長     １名…………会務を総括する。 
     （２）副会長  １名…………会長を補佐する。  

          （３）常任委員 ３名程度…………会長の指示を受け会務を処理する。 
          （４）監査     ２名…………経理、事務を監査する。 

（５）本会に、顧問を若干名おくことができる。 
 
             ※ 会計・事務 ………… 役員会で委嘱する。 
 
第５条  役員の任期は１か年とする。但し、再選を妨げない。 
 

第４章  会 議 
 
第６条  総会は毎年１回開く。 
          予算、決算の承認、会務報告と承認、規約変更等ＰＴＡ総会時に行う。 
 
第７条  役員会は必要あるときに開く。 
 
            第５章 会 計 
                              
第８条  この会の経費は次の（１）および（２）をもってあてる。 
          （１）新入会員の入会費 
                会費は役員会で審議し、総会の承認を得て決定する。 
          （２）ＰＴＡ会計等からの繰入 
 
第９条  この会の会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 
 

附 則 
本会則は昭和５５年４月１日より実施する。 
本会則は平成１５年４月２８日総会において一部を改正し、同日より施行する。 
本会則は平成１９年４月２７日総会において一部を改正し、平成２０年１月から施行する。 
本会則は平成２４年５月２日総会において一部を改正し、同日より施行する。 
本会則は平成２７年４月２８日総会において一部を改正し、同日より施行する。 
本会則は平成３０年４月２７日総会において一部を改正し、同日より施行する。 
本会則は令和 ４年４月２３日総会において一部を改正し、同日より施行する。 
本会則は令和 ６年５月２日総会において一部を改正し、同日より施行する。 
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